
 

令和４年３月 18 日(金)黒沢洞合自然公園整備検討委員会の保留事項について 

 

１ 農振区域は外れたか？ 

     

    ⇒ 担当課（農林部農政課）に確認 ⇒ 農振区域から除外されている。 

 

２ 公園予定地内における、道路（赤線）・水路について 

 

    ⇒ 担当課（都市建設部維持管理課） 

      所定の手続きを行えば、用途廃止し公園用地に用途変更可能 

      水路等、廃止が難しい場合は、公園整備に合わせて付け替えすることは

可能 

 

      手続きに際しては、地元区等の同意が必要となる． 

 

３ 災害について 

 

    ⇒ 最新のハザードマップでは、土砂災害警戒区域（土石流・地すべり） 

      黒沢（一級河川・砂防河川）の規制あり。 

     ※浅川委員から提供いただいた資料あり 

資料１ 


